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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
各
地
に
お
い
て
、
太
陽
光
発
電
事
業
に
対
し
、
自
然
環
境
、
安
全
、
景
観
な
ど
の
面
か
ら
様
々
な
懸
念
が
生
じ
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
環
境
保
全
と
地
域
住
民
の
安
心
に
資
す
る
実
効
性
あ
る
リ
サ
イ
ク
ル
制
度
を
早
急
に
構
築
す
る
こ
と
。
ま
た
、

太
陽
電
池
の
廃
棄
量
の
抑
制
と
廃
棄
の
平
準
化
を
図
る
た
め
、
太
陽
電
池
の
長
期
間
の
使
用
及
び
再
使
用
を
促
進
す
る
た
め

の
必
要
な
措
置
を
早
急
に
講
ず
る
こ
と
。 

 

二
、
太
陽
光
発
電
設
備
の
解
体
等
及
び
太
陽
電
池
廃
棄
物
の
再
資
源
化
等
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
、

太
陽
電
池
の
大
量
廃
棄
に
可
能
な
限
り
先
立
ち
、
電
気
料
金
へ
の
転
嫁
等
の
更
な
る
国
民
負
担
が
生
じ
な
い
よ
う
配
慮
し
つ

つ
、
拡
大
生
産
者
責
任
を
踏
ま
え
た
製
造
業
者
等
に
よ
る
負
担
等
も
含
め
て
検
討
を
加
え
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 



 
三
、
太
陽
電
池
廃
棄
物
の
再
資
源
化
等
が
持
続
可
能
に
実
施
さ
れ
る
体
制
を
速
や
か
に
確
立
す
る
た
め
、
再
資
源
化
等
に
よ
る

環
境
へ
の
影
響
の
可
視
化
及
び
資
源
の
循
環
利
用
の
促
進
を
図
る
態
勢
の
整
備
等
に
つ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

四
、
太
陽
光
発
電
設
備
の
設
置
、
運
用
及
び
撤
去
に
当
た
っ
て
は
、
放
置
対
策
も
含
め
生
態
系
な
ど
環
境
へ
の
影
響
を
回
避
・

軽
減
し
、
ま
た
地
域
経
済
へ
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
地
域
と
の
共
生
を
基
本
と
し
た
施
策
の
実
施
に
努
め
る
こ
と
。 

 

五
、
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
判
断
基
準
は
、
設
置
済
み
の
太
陽
電
池
の
耐
用
年
数
の
確
認
と
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
た
長
期
使

用
又
は
再
使
用
を
事
業
者
に
求
め
て
廃
棄
量
の
抑
制
の
徹
底
を
図
る
も
の
と
す
る
ほ
か
、
太
陽
電
池
廃
棄
物
の
最
大
限
の
リ

サ
イ
ク
ル
を
目
指
し
、
不
断
の
見
直
し
を
行
い
、
適
切
な
時
期
に
段
階
的
に
強
化
さ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 

六
、
不
法
投
棄
や
不
適
正
処
理
の
ほ
か
、
分
割
廃
棄
等
に
よ
る
規
制
逃
れ
が
生
じ
な
い
よ
う
、
関
係
省
庁
が
連
携
し
、
実
態
調

査
に
努
め
る
と
と
も
に
、
必
要
な
場
合
に
は
、
罰
則
の
見
直
し
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
本
法
律
の
実
効
性
を



確
保
す
る
こ
と
。 

 

七
、
附
則
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
く
太
陽
電
池
の
廃
棄
の
抑
制
及
び
太
陽
電
池
廃
棄
物
の
再
資
源
化
等
の
推
進
に
係
る
制
度
の

在
り
方
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
施
行
後
三
年
を
目
途
に
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。 

 

右
決
議
す
る
。 

 


